
第１４５号議案 

   足立区立保育所における特別保育の実施に関する条例の一部を改

正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１７年１２月１日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区立保育所における特別保育の実施に関する条例の一部を改

正する条例 

 足立区立保育所における特別保育の実施に関する条例（平成１４年足

立区条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「 

Ａ階層及びＢ階層 月額 １，０００円 延長保育 

Ｃ階層及びＤ階層 月額 ４，０００円 
を

                                                                                                      」  

「 

Ａ階層及びＢ階層 月額 ６００円 午前７時から午

前７時３０分 Ｃ階層及びＤ階層 月額 ２，５００円 

Ａ階層及びＢ階層 月額 １，０００円 午後６時３０分

から午後７時３

０分まで 
Ｃ階層及びＤ階層 月額 ４，０００円 

Ａ階層及びＢ階層 月額 ２，５００円 

延長保育 

午後６時３０分

から午後８時３

０分まで 
Ｃ階層及びＤ階層 月額 １万円 

に

                                                                                                      」  

改める。 

   付 則 



 この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 延長保育の時間枠を拡大する必要があるので、この条例案を提出いた

します。 


